
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
二

監
査
委
員

○
監
査
結
果
（
財
政
課
ほ
か
百
二
箇
所
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

き
ら
く
漢
方
調
剤
薬
局
黒
石
野
添
店

黒
石
市
野
添
町
六
四
の
四

令
和四･
九･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更

生
医
療
）
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
辞
退

年
月
日

浩
和
医
院

五
所
川
原
市
字
中
平
井

町
一
三
〇
の
一

じ
ん
臓
に
関
す
る
医
療

令
和四･
八･三一

青
森
県
告
示
第
五
百
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社

W
ake

つ
が
る
市
稲
垣
町

沼
崎
幾
代
崎
七
四

の
二

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

め
ざ
め

つ
が
る
市
木
造
永

田
松
下
九
の
四

令
和四･
九･
一

青
森
県
報
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第
五
百
十
一
号

令
和
四
年九

月
十
四
日

（
水
曜
日
）



公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
共
同
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
〇
の
二
六

六

落
札
金
額

二
千
六
十
六
万
九
千
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
四
年
八
月
十
日
か
ら
令
和
九
年
十
月
三

十
一
日
で
あ
る
。
前
記
落
札
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
五
か
月
相
当

分
で
あ
る
。
）

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
六
月
十
五
日

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
財
務
監
査
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
監
査
を
青
森
県
監
査
委
員
監
査
基
準

（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
）
に
準
拠
し
て
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
同

条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

齊

藤

爾

青
森
県
監
査
委
員

鳴

海

惠
一
郎

１
監
査
の
着
眼
点
（
評
価
項
目
）

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
最

少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る

か
、
ま
た
、
事
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る

よ
う
に
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
に
着
眼
し
て
監
査
を
行
っ
た
。

２
監
査
の
実
施
内
容

⑴
監
査
日

令
和
４
年
５
月
10日
か
ら
令
和
４
年
８
月
30日
ま
で

⑵
実
施
内
容

監
査
対
象
箇
所
に
お
け
る
事
務
の
う
ち
、
財
務
事
務
及
び
行
政
事
務
の
実
施
に
つ
い
て
、
関

係
書
類
等
に
よ
り
監
査
を
行
っ
た
。

３
監
査
の
対
象
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⑴
監
査
事
項

各
対
象
箇
所
の
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理

⑵
対
象
期
間

令
和
２
年
度
（
前
年
度
監
査
基
準
日
翌
日
か
ら
令
和
３
年
５
月
31日
ま
で
）

令
和
３
年
度
（
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
監
査
基
準
日
ま
で
）

⑶
対
象
箇
所
名

ア
総
務
部

財
政
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
行
政
経
営
課
、
総
務
学
事
課
、
税
務
課
、
市
町
村
課
、
財

産
管
理
課
、
工
事
検
査
課
、
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部
、
中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
、
三
八

地
域
県
民
局
県
税
部
、
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
、
上
北
地
域
県
民
局
県
税
部
、
下
北
地
域

県
民
局
県
税
部
、
青
森
県
東
京
事
務
所

イ
企
画
政
策
部

企
画
調
整
課
、
交
通
政
策
課
、
地
域
活
力
振
興
課
、
広
報
広
聴
課
、
統
計
分
析
課
、
世
界

文
化
遺
産
登
録
推
進
室
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部

ウ
環
境
生
活
部

県
民
生
活
文
化
課
、
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
、
環
境
政
策
課
、
環
境
保
全
課
、
自
然

保
護
課

エ
健
康
福
祉
部

健
康
福
祉
政
策
課
、
が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
、
医
療
薬
務
課
、
保
健
衛
生
課
、
高
齢

福
祉
保
険
課
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
、
障
害
福
祉
課
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
西
北
地
域
県

民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
、
下
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

オ
商
工
労
働
部

商
工
政
策
課
、
地
域
産
業
課
、
産
業
立
地
推
進
課
、
新
産
業
創
造
課
、
労
政
・
能
力
開
発

課
、
青
森
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
、
青
森
県
名
古
屋
情
報
セ
ン
タ
ー
、
青
森
県
福
岡
情
報
セ

ン
タ
ー
、
青
森
県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校

カ
農
林
水
産
部

農
林
水
産
政
策
課
、
総
合
販
売
戦
略
課
、
食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
、
団
体
経
営
改
善

課
、
構
造
政
策
課
、
農
産
園
芸
課
、
り
ん
ご
果
樹
課
、
畜
産
課
、
林
政
課
、
農
村
整
備
課
、

水
産
振
興
課
、
漁
港
漁
場
整
備
課

キ
県
土
整
備
部

監
理
課
、
整
備
企
画
課
、
道
路
課
、
河
川
砂
防
課
、
港
湾
空
港
課
、
都
市
計
画
課
、
建
築

住
宅
課
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
、
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
、
三
八
地
域
県

民
局
地
域
整
備
部
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
、
下

北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
、
整
備
企
画
課
（
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
）
、
都
市
計

画
課
（
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
）

ク
危
機
管
理
局

防
災
危
機
管
理
課
、
消
防
保
安
課
、
原
子
力
安
全
対
策
課

ケ
観
光
国
際
戦
略
局

観
光
企
画
課
、
誘
客
交
流
課
、
国
際
経
済
課

コ
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局

サ
出
納
局

シ
病
院
局

青
森
県
立
中
央
病
院
、
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

ス
青
森
県
議
会

青
森
県
議
会
事
務
局

セ
青
森
県
教
育
委
員
会

教
育
政
策
課
、
職
員
福
利
課
、
学
校
教
育
課
、
教
職
員
課
、
学
校
施
設
課
、
生
涯
学
習

課
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
、
文
化
財
保
護
課
、
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室

ソ
青
森
県
警
察
本
部

青
森
県
警
察
本
部

タ
青
森
県
人
事
委
員
会

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局

チ
青
森
県
労
働
委
員
会

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

ツ
青
森
県
監
査
委
員

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局

テ
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

４
監
査
の
結
果

監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
適
正
で
あ
る
が
、
是
正
又
は
改
善
が
必
要
で
あ
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
総
務
学
事
課
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補
助
金
に
お
い
て
、
支
払
手
続
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

⑵
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑶
中
南
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑷
三
八
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑸
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑹
上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑺
下
北
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
県
税
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

⑻
東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
諸
収
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

⑼
環
境
保
全
課

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
諸
収
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

⑽
自
然
保
護
課

契
約
事
務
に
つ
い
て
、
工
事
契
約
の
執
行
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た

の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
。

⑾
医
療
薬
務
課

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
諸
収
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

⑿
障
害
福
祉
課

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
に

お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒀
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒁
中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒂
三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒃
西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒄
上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒅
下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒆
商
工
政
策
課

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
多
額
の

収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

⒇
地
域
産
業
課

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
諸
収
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

21
団
体
経
営
改
善
課

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
一
般
会
計
及
び
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

22
林
政
課

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
雑
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
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に
努
め
る
こ
と
。

23
漁
港
漁
場
整
備
課

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
雑
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

24
整
備
企
画
課

物
品
に
つ
い
て
、
購
入
の
手
続
が
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行

に
努
め
る
こ
と
。

25
港
湾
空
港
課

ア
令
和
４
年
４
月
30日
現
在
、
未
利
用
の
土
地
が
あ
る
の
で
、
そ
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。

イ
県
有
地
に
つ
い
て
、
管
理
が
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に

努
め
る
こ
と
。

26
建
築
住
宅
課

ア
財
産
の
管
理
に
お
い
て
、
異
動
報
告
手
続
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
っ
た
の
で
、

適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
。

イ
令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
財
産
収
入
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ

の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

27
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

ア
委
託
料
に
お
い
て
、
支
払
手
続
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の

執
行
に
努
め
る
こ
と
。

イ
令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
及
び
弁
償
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

28
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
及
び
弁
償
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ

る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

29
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
、
弁
償
金
及
び
港
湾
施
設
使
用
料
に
お
い
て
多
額

の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

30
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
及
び
弁
償
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ

る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

31
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
及
び
弁
償
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ

る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

32
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

ア
契
約
事
務
に
つ
い
て
、
契
約
保
証
金
の
免
除
に
係
る
事
務
処
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
。

イ
令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
土
木
使
用
料
及
び
弁
償
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

33
都
市
計
画
課
（
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
）

ア
令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
の
使
用
料
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

イ
当
年
度
は
、
72,232,366円

の
純
損
失
を
計
上
し
て
お
り
、
累
積
欠
損
金
が
212,029,770

円
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。

34
観
光
企
画
課

契
約
事
務
に
つ
い
て
、
契
約
保
証
金
の
免
除
に
係
る
事
務
処
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い

も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
。

35
青
森
県
立
中
央
病
院

ア
令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
過
年
度
医
業
未
収
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る

の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

イ
物
品
の
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努

め
る
こ
と
。

36
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

令
和
４
年
３
月
31日
現
在
、
過
年
度
医
業
未
収
金
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
の

で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

37
青
森
県
警
察
本
部

令
和
４
年
５
月
31日
現
在
、
延
滞
金
、
加
算
金
及
び
過
料
等
に
お
い
て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。
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